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第８回 九十九里地域・南房総地域の水道用水供給事業体と 

県営水道の統合協議会 結果概要 

１ 日 時 令和 6年 9月 3日（火）16時 00分～16時 50分 

２ 場 所 千葉県庁本庁舎 5階特別会議室（Web開催） 

３ 出席者 別紙出席者名簿のとおり 

４ 議事概要 

 

あいさつ 

開催にあたって会長である熊谷知事からあいさつがあった。 

  

協議事項 

○協議第１号  水道用水供給事業組織の取扱いについて 
 

水道用水供給事業組織（調整項目番号 1）の調整方針について提案し、原案の通り承認された。 
 

質疑応答 

特になし 

 

○協議第２号 職員の任免、分限、懲戒その他勤務条件の取扱いについて 
 

 職員の任免、分限、懲戒その他勤務条件（調整項目番号 4）の調整方針について提案し、原案

の通り承認された。 
 

質疑応答 

特になし 

 

○協議第３号 職員の勤務時間（一般職員、交代勤務など）の取扱いについて 
 

職員の勤務時間（一般職員、交代勤務など）（調整項目番号 8）の調整方針について提案し、原

案の通り承認された。 
 

質疑応答 

特になし 

 

○協議第４号 資産管理・計画・運用の取扱いについて 
 

 資産管理・計画・運用（調整項目番号 40）の調整方針について提案し、原案の通り承認され

た。 

 

要 旨 
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質疑応答 

 特になし 

 

○協議第５号 災害対策基本計画策定の取扱いについて 
 

災害対策基本計画策定（調整項目番号 113）の調整方針について提案し、原案の通り承認され

た。 
 

質疑応答 

 特になし 

 

○協議第６号 応急対策マニュアル等作成の取扱いについて 
 

応急対策マニュアル等作成（調整項目番号 114）の調整方針について提案し、原案の通り承認

された。 
 

質疑応答 

 特になし 

 

○協議第７号 浄水場等の運転管理業務の取扱いについて 
 

浄水場等の運転管理業務（調整項目番号 87）の調整方針について提案し、原案の通り承認さ

れた。 
 

質疑応答 

 特になし 

 

○協議第８号 取水、導水、送水管の維持・修繕体制の取扱いについて 
 

取水、導水、送水管の維持・修繕体制（調整項目番号 103）の調整方針について提案し、原案

の通り承認された。 
 

質疑応答 

 特になし 

 

○協議第９号 施設整備計画（事業概要）について 
 

施設整備計画（事業概要）について提案し、原案のとおり承認された。 
 
 

質疑応答 

 特になし 
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○協議第１０号 財政収支計画について 
 

財政収支計画及び水道用水供給料金体系について提案し、原案のとおり承認された。 

 

意見交換 

（茂原市 市原委員） 

 ５月に市長として着任して以来、九十九里地域の水道事業について見させていただいた。 

少子高齢化・人口減という状況の中、老朽化が進む水道施設の更新や耐震化を加速させなけれ

ばならないという、非常に厳しい状況に置かれていることが理解できた。この困難な状況を克服

していくためにも、この統合は必要不可欠なものであると改めて認識しているところである。 

 こうした中で、今回、経営の根幹となる財政収支、料金体系について、県から末端給水事業体

の経営にも配慮した更なる対応を提案していただき、非常に心強く感じており、この場を借りて

お礼申し上げる。 

 今後とも、県や市町村、末端給水事業体など関係者の皆様と力を合わせ、この難局を乗り切っ

ていきたいと考えているので、よろしくお願いしたい。 

 

（千葉県知事 熊谷知事） 

しっかりみなさんと連携してまいりたいと考える。 

 

（山武市 松下委員） 

 まずは、千葉県知事をはじめ、関係者の皆様方におかれては、大変ご尽力をいただいているこ

とに、改めて感謝申し上げる。 

 さて、本会議が発足してから２年５か月余りが経過し、この間、料金関係のほか、組織・人事

関係や資産管理の主要項目が取り扱われてきた。我々構成市町村にとっては、水道事業というラ

イフラインの将来に関わる極めて重要な案件であること、かつ広域にわたる統合事業であるた

め、各市町村議会においては、統一的かつ十分、丁寧な説明が何よりも求められる。 

県においては、スムーズかつ的確な議会対応が可能となるよう、状況に応じたきめ細やかなサ

ポートをお願いできればと考えているので、よろしくお願いしたい。 

 

（千葉県知事 熊谷知事） 

随時ご意見お寄せいただければと思う。 

 

（九十九里地域水道企業団企業長 鹿間委員） 

 九十九里地域水道企業団の企業長として、一言申し上げる。 

 前回の統合協議会において県から提示のあった「財政収支計画の考え方」に関連し、私から発

言させて頂いた「市町村水道総合対策事業補助金」の取扱いについて、今、事務局から説明があ
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ったとおり、今回、県で見直し案を示していただいた。 

 まずは、見直しいただいた件について、厚くお礼を申し上げたいと思う。 

見直しの内容についても、現在、九十九里地域で検討している末端給水事業体の統合がなされ

た場合に、様々な面での動きがある中でも、有効な手立てになるものと考えている。 

今後を取り巻く環境が複雑、多様化し、かつ先行きが不透明で将来の予測が困難な社会情勢が

考えられるが、他業種と比較して「安定的」と考えられている水道事業においてもこの先、予測

不可能な事態が多々発生することも十分に考えられる。 

 統合後において、そのような事態となっても、用水供給事業・末端給水事業一体で、市民に安

全安心な水道を供給するという精神のもと、用水供給側においても不測の事態に対応できるよ

う、工夫しながら柔軟に運用できる仕組みとなるよう、今後も取り組んでいく必要があるので、

切に要望をお願いするものである。 

九十九里地域における水道事業は、これまで約半世紀の歴史の中で、用水供給事業体と末端給

水事業体が連携して安定給水に取り組んできた。 

 当企業団及び九十九里地域の３つの末端給水事業体を合わせた４つの事業体は、まさに団体

創設以来の大きな節目を迎えている。まずはこの統合という節目を乗り越え、その後も県と地域

が一体となって、話し合い、進化していきながら、様々な壁を乗り越えていくべきと考えている

ので、今後ともご支援、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げる。 

 

（千葉県知事 熊谷知事） 

要望としてしっかり受け止めたい。 

 

（南房総広域水道企業団企業長 太田委員） 

南房総広域水道企業団の企業長として、一言申し上げる。 

前回の統合協議会において、私から、「議会や住民の理解を得るためには、基本料金の調整方

法の見直しが必要」と意見を申し上げたが、今回、事務局からは、基本料金の算定方法の見直し

やわかりやすい資料の提供に加え、将来の想定外の物価高騰などにも対応できる末端給水事業

体に対する県総合対策補助金による支援継続などについても御提案いただき、誠に感謝申し上

げる。 

県は私達の様々な意見・要望に対して、出来得る限りの方策を示してくれたと思う。 

 これは知事の地域に寄り添う県政の証だと思う。この度は、知事のリーダーシップに感謝申し

上げる。 

各市町の皆様においては、色々とご意見あると思うが、統合の意義やその効果については、本

日までの会議で十分ご理解されたのではないか。 

ここは大局を見据え、合意することで統合に向けて前進し、県及び関係市町の皆さんと一丸と

なって、地域全体の安定給水確保に取り組んでまいりたく、よろしくお願い申し上げる。 
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（千葉県知事 熊谷知事） 

しっかりと受け止めさせていただきたい。 

 

 

報告事項 

○報告第１号 事務事業の調整結果について 
 

 総務部会所掌の 7項目、経理・業務部会所掌の 14項目、維持管理部会所掌の 4項目の計 25項

目の調整方針について報告を行った。 
 

質疑応答 

 特になし 

 

その他 
 

（千葉県知事 熊谷知事） 

議事については以上となるが、施設整備計画、財政収支計画に承認いただき、大きな山を越え

たと思う。次回の協議会では統合基本計画や基本協定の素案を示して年内の合意に向けて協議

を進めていく予定である。 

県としても水道用水供給事業を担う大きな決断をしたところであり、市町村長の皆様には、改

めて統合の意義・重要性は十分理解いただいていると思うが、引き続き、中長期的視点から統合

に向けたご理解、ご協力、リーダーシップをお願いしたいと思う。 

 

 

以 上  


